刈谷市おくやみハンドブックの無償提供に関する要項
　
　亡くなられた方のご遺族にお悔やみをお伝えするとともに、ご遺族が刈谷市に届出等をしなければならない諸手続について分かりやすく進めていただけるように、おくやみハンドブックに広告を掲載し無償提供する事業者を募集する。

１　無償提供物
おくやみハンドブック
遺族が刈谷市に届出等をしなければならない諸手続を掲載したフルカラー印刷物とし、Ａ４版縦サイズで４０ページ程度の中綴じ冊子とする。また、紙質は上質９０㎏とする。広告は巻末に掲載するものとし、１０ページ程度とする。あわせて、おくやみハンドブックの内容をＰＤＦにした電子ファイルも提供するものとする。

２　事業内容等
（１）事業内容
おくやみハンドブックの作成にあたり、民間企業等の広告主を募集し、広告を掲載するものとする。
（２）有効期間
本書の有効期間は、令和８年６月３０日から令和１１年３月３１日までとし、広告入りの作成物は年度ごとに見直すものとする。
（３）納品場所
刈谷市役所市民活動部市民課とし、電子ファイルは、市が指定した方法　により納品するものとする。
（４）納品数
ア　おくやみハンドブック　各年度１，６００部
イ　電子ファイル　１式
※電子ファイルは、内容に変更があった場合にも、その都度納品するものとする。
（５）納期限
　　　　令和８年度は令和８年１１月３０日まで。令和９年度及び１０年度は、前年度３月３１日まで。
（６）おくやみハンドブックの設置場所
刈谷市役所市民活動部市民課、富士松支所、各市民センター内出張所３か所

３　広告について
（１）広告主の募集、選定及び広告制作は、無償提供者が行い、広告主及び広告内容の最終決定は市長が行うものとする。
（２）広告の製作、掲載等に要する費用は、無償提供者が負担するものとする。
（３）無償提供者に決定した者は、速やかに無償提供までのスケジュールを提出するものとする。
（４）制限事項
ア　広告を掲載する権利を第三者に譲渡し、又は転貸し、担保に供することはできない。
イ　広告主及び掲載する広告の内容については、刈谷市広告掲載要綱及び刈谷市おくやみハンドブック広告取扱要領に適合するものとし、あらかじめ市長の承認を受けるものとする。
ウ　広告内容等への問い合わせ及び苦情については、無償提供者の責任において対応するものとする。

４　無償提供者の選定
おくやみハンドブックの仕様は事業者により異なるため、利用者にとって見やすいレイアウトや表記方法のものを選定するとともに、広告募集の考え方や、市民に分かりやすく有益な案内であるかなどを審査する必要があることから、公募型プロポーザルにより無償提供者を選定する。

５　決定の取消し
次のいずれかに該当する場合は、無償提供者の決定を取消しする。
（１）正当な理由なくして、指定する期日までに契約の手続をしなかった場合
（２）無償提供者が刈谷市広告掲載要綱の要件を満たしていないことが判明した場合又は失った場合

６　問合せ先
刈谷市役所 市民活動部市民課市民係　
電話：０５６６－６２－１００９
ＦＡＸ：０５６６－６２－１２０２
メールアドレス： shimin@city.kariya.lg.jp
